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規 則 ○ 三重県立高等学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則 …………… 教 育 改 革 室 １頁
○ 三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 ……………… 高 校 教 育 室 １頁

訓 令 ○ 三重県立学校事務決裁規程の一部を改正する訓令 …………………………… 予 算 経 理 室 ２頁
お知らせ ○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十四条の二の規程に基

づく職務権限の特例に関する条例 ……………………………………………… 人 材 政 策 室 ２頁
○ 三重県職員定数条例の一部を改正する条例 …………………………………… 人 材 政 策 室 ３頁
○ 副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 ………………… 福利・給与室 ３頁
○ 語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例の一部を改正
する条例 …………………………………………………………………………… 高 校 教 育 室 ４頁

○ 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例 ………………………………… 人 材 政 策 室 ４頁
○ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する条例の一部を改正する条例 …… 人 材 政 策 室 ５頁
○ 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例 ………………………………… 教 育 改 革 室 ５頁
○ 三重県立図書館協議会条例及び三重県立美術館条例の一部を改正する
条例 ………………………………………………………………………………… 社会教育･文化財保護室 ５頁

三 重 県 立 高 等 学 校 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一
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三 重 県 立 高 等 学 校 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 立 高 等 学 校 通 学 区 域 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 三 年 教 育 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 三 の 項 高 等 学 校 の 欄 中 三 重 県 立 宮 川 高 等 学 校 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 立 学 校 の 管 理 運 営 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一
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三 重 県 立 学 校 の 管 理 運 営 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 三 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 七 十 六 条 中 ｢ 置 く 。 た だ し 、 次 条 を 規 定 す る 学 校 運 営 協 議 会 を 設 置 す る に あ た っ て は 、 こ の 限 り で な い 。｣

を ｢ 置 く こ と が で き る 。｣ に 改 め る 。

第 八 十 六 条 の 二 中 ｢ 行 い 、 そ の 結 果 を 公 表 す る よ う 努 め る も の と す る 。｣ を ｢ 行 う と と も に 、 そ の 結 果 を 公 表

す る も の と す る 。｣ に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。
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各県立学校
三重県立学校事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡
平成24年３月27日

三重県教育委員会委員長 丹 保 健 一
三重県立学校事務決裁規程の一部を改正する訓令

三重県立学校事務決裁規程 (平成15年教委訓第１号) の一部を次のように改正する｡
別表の表第15号の項中
｢ ｢

を
｣ ｣ に､

｢ ｢
を

｣ ｣ に､
｢ ｢

を
｣ ｣ に､

改める｡
附 則

この訓令は､ 平成24年４月１日から施行する｡

� 	 
 �

平成24年３月27日付け三重県公報号外に教育委員会関係条例が次のように掲載されました｡
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２ 学 校 関 係 者 評 価 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

第 八 十 六 条 の 三 中 ｢ を 行 っ た 場 合 は そ の ｣ を ｢ の ｣ に 改 め る 。

別 表 一 三 重 県 立 川 越 高 等 学 校 の 項 中 ｢ 英 語 科 ｣ を ｢ 国 際 文 理 科 ｣ に 改 め 、 同 表 三 重 県 立 宮 川 高 等 学 校 の 項 を 削

る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 三 重 県 立 川 越 高 等 学 校 全 日 制 課 程 英 語 科 は 、 改 正 後 の 別 表 一 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 の

前 日 に 在 学 す る 者 が 当 該 学 科 に 在 学 し な く な る ま で の 間 、 存 続 す る も の と す る 。

県費外会計に関
すること

学校諸費等に関
すること

１ 徴収通知 １ 納付依頼通知

７ 業者選定委員会の開
催

７ 学校諸費等検討委員
会の開催

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 二 十 四 条 の 二 の 規 定 に 基 づ く 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例 を こ こ

に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬
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地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 二 十 四 条 の 二 の 規 定 に 基 づ く 職 務 権 限 の 特 例 に 関 す る 条 例

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ) 第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に

基 づ き 、 同 項 第 一 号 に 規 定 す る ス ポ ー ツ に 関 す る 事 務 ( 学 校 に お け る 体 育 に 関 す る こ と を 除 く 。) は 、 知 事 が 管

理 し 、 及 び 執 行 す る こ と と す る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 処 分 、 申 請 等 に 関 す る 経 過 措 置 )

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 本 則 に 掲 げ る 事 務 に 係 る 法 令 、 条 例 若 し く は 教 育 委 員 会 規 則 ( 以 下 こ の 項 に お い て ｢ 法



教育公報第１６５０号
平成24年３月27日発行

3

令 等 ｣ と い う 。) の 規 定 に よ り 三 重 県 教 育 委 員 会 が し た 処 分 そ の 他 の 行 為 で 現 に そ の 効 力 を 有 す る も の 又 は こ

の 条 例 の 施 行 の 日 ( 以 下 こ の 項 に お い て ｢ 施 行 日 ｣ と い う 。) 前 に 法 令 等 の 規 定 に よ り 三 重 県 教 育 委 員 会 に 対

し て な さ れ た 申 請 そ の 他 の 行 為 で 施 行 日 以 後 に お い て 知 事 が 管 理 し 、 及 び 執 行 す る こ と と な る 事 務 に 係 る も の

は 、 施 行 日 以 後 に お け る 法 令 等 の 適 用 に つ い て は 、 知 事 が し た 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は 知 事 に 対 し て な さ れ た 申

請 そ の 他 の 行 為 と み な す 。

( 三 重 県 営 総 合 競 技 場 条 例 の 一 部 改 正 )

３ 三 重 県 営 総 合 競 技 場 条 例 ( 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 条 例 第 三 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

本 則 ( 第 二 条 第 三 号 及 び 第 二 十 五 条 を 除 く 。) 中 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 知 事 ｣ に 改 め る 。

第 二 条 第 三 号 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ( 以 下 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ と い う 。)｣ を ｢ 知 事 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 五 条 中 ｢ 教 育 委 員 会 規 則 ｣ を ｢ 規 則 ｣ に 改 め る 。

( 三 重 県 営 松 阪 野 球 場 条 例 の 一 部 改 正 )

４ 三 重 県 営 松 阪 野 球 場 条 例 ( 昭 和 五 十 年 三 重 県 条 例 第 三 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

本 則 ( 第 二 条 第 一 項 及 び 第 二 十 四 条 を 除 く 。) 中 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 知 事 ｣ に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ( 以 下 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ と い う 。)｣ を ｢ 知 事 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 四 条 中 ｢ 教 育 委 員 会 規 則 ｣ を ｢ 規 則 ｣ に 改 め る 。

( 三 重 県 営 ラ イ フ ル 射 撃 場 条 例 の 一 部 改 正 )

５ 三 重 県 営 ラ イ フ ル 射 撃 場 条 例 ( 昭 和 五 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

本 則 ( 第 二 条 第 一 項 及 び 第 二 十 四 条 を 除 く 。) 中 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 知 事 ｣ に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ( 以 下 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ と い う 。)｣ を ｢ 知 事 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 四 条 中 ｢ 教 育 委 員 会 規 則 ｣ を ｢ 規 則 ｣ に 改 め る 。

( 三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 条 例 の 一 部 改 正 )

６ 三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ ガ ー デ ン 条 例 ( 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 三 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

本 則 ( 第 二 条 第 三 号 及 び 第 二 十 五 条 を 除 く 。) 中 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 知 事 ｣ に 改 め る 。

第 二 条 第 三 号 中 ｢ 三 重 県 教 育 委 員 会 ( 以 下 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ と い う 。)｣ を ｢ 知 事 ｣ に 改 め る 。

第 二 十 五 条 中 ｢ 教 育 委 員 会 規 則 ｣ を ｢ 規 則 ｣ に 改 め る 。

( 三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 )

７ 三 重 県 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 条 例 ( 平 成 二 十 三 年 三 重 県 条 例 第 三 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

本 則 ( 第 四 条 第 一 項 及 び 第 八 条 を 除 く 。) 中 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ を ｢ 知 事 ｣ に 改 め る 。

第 四 条 第 一 項 中 ｢ 教 育 委 員 会 が 知 事 の ｣ を ｢ 知 事 が 教 育 委 員 会 の ｣ に 改 め る 。

第 八 条 中 ｢ 教 育 委 員 会 事 務 局 ｣ を ｢ 地 域 連 携 部 ｣ に 改 め る 。

三 重 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬
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三 重 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 職 員 定 数 条 例 ( 昭 和 二 十 四 年 三 重 県 条 例 第 二 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 号 中 ｢ 四 、 三 九 〇 人 ｣ を ｢ 四 、 三 八 五 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 ｢ 二 七 九 人 ｣ を ｢ 二 六 四 人 ｣ に 改

め 、 同 条 第 九 号 中 ｢ 二 四 九 人 ｣ を ｢ 二 四 三 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 十 号 中 ｢ 一 、 一 四 五 人 ｣ を ｢ 三 〇 二 人 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

副 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

������	�

副 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

副 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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第 六 条 中 ｢ 及 び 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ｣ を ｢ 、 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の

種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ｣ に 改 め 、 ｢ 除 く 。)｣ の 下 に ｢ 、 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ( 昭 和

三 十 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 。 以 下 こ の 条 に お い て ｢ 現 業 職 員 の 給 与 条 例 ｣ と い う 。) 第 一 条 に 規 定 す る 職 員 及 び

県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 。 以 下 こ の 条 に

お い て ｢ 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 条 例 ｣ と い う 。) 第 一 条 に 規 定 す る 職 員 ｣ を 、 ｢ 、 病 院 事 業 庁 企 業 職 員

の 給 与 条 例 ｣ の 下 に ｢ 、 現 業 職 員 の 給 与 条 例 、 県 立 高 等 学 校 等 の 現 業 職 員 の 給 与 条 例 ｣ を 加 え 、 同 条 中 第 二 号 を

第 三 号 と し 、 同 条 第 一 号 中 ｢ 相 当 す る も の ｣ の 下 に ｢ の う ち 前 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の も の ｣ を 加 え 、 同 号 を 同 条

第 二 号 と し 、 同 条 に 第 一 号 と し て 次 の 一 号 を 加 え る 。

一 職 員 の 給 与 条 例 第 六 条 の 二 の 特 定 職 員 百 分 の 十 五

第 六 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 前 三 号 に 掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員 百 分 の 三

第 八 条 中 ｢ 公 立 学 校 職 員 の 給 与 条 例 に 規 定 す る 給 料 の 調 整 額 ｣ の 下 に ｢ 、 教 職 調 整 額 ｣ を 加 え る 。

附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 副 知 事 等 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 四 年 三 重 県 条 例 第 九 号 ) に よ る 改 正 後

の 第 六 条 第 四 号 の 職 員 の 特 例 期 間 に つ い て は 、 第 一 条 中 ｢ 平 成 二 十 三 年 七 月 一 日 ｣ と あ る の は ｢ 平 成 二 十 四 年

四 月 一 日 ｣ と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

語 学 指 導 等 を 行 う 外 国 青 年 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

��������	

語 学 指 導 等 を 行 う 外 国 青 年 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

語 学 指 導 等 を 行 う 外 国 青 年 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 六 十 二 年 三 重 県 条 例 第 二 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 ｢ 年 額 三 百 九 十 万 円 ｣ を ｢ 年 額 三 百 九 十 六 万 円 ｣ に 改 め 、 ｢ 三 十 万 円 を 基 準 と し て ｣ を 削 る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

��������
	

公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 立 学 校 職 員 定 数 条 例 ( 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 条 例 第 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 号 中 ｢ 三 、 三 四 二 人 ｣ を ｢ 三 、 三 二 一 人 ｣ に 、 ｢ 一 二 六 人 ｣ を ｢ 一 二 〇 人 ｣ に 、 ｢ 三 、 七 〇 五 人 ｣ を

｢ 三 、 六 七 八 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 ｢ 一 、 〇 〇 一 人 ｣ を ｢ 一 、 〇 五 〇 人 ｣ に 、 ｢ 九 人 ｣ を ｢ 一 一 人 ｣ に 、 ｢ 四

八 人 ｣ を ｢ 五 二 人 ｣ に 、 ｢ 三 八 人 ｣ を ｢ 三 七 人 ｣ に 、 ｢ 一 、 〇 九 六 人 ｣ を ｢ 一 、 一 五 〇 人 ｣ に 改 め る 。

第 四 条 第 一 号 中 ｢ 六 、 二 五 四 人 ｣ を ｢ 六 、 二 一 二 人 ｣ に 、 ｢ 三 九 九 人 ｣ を ｢ 三 九 七 人 ｣ に 、 ｢ 一 三 三 人 ｣ を ｢ 一

二 九 人 ｣ に 、 ｢ 四 〇 〇 人 ｣ を ｢ 三 九 九 人 ｣ に 、 ｢ 七 、 一 八 六 人 ｣ を ｢ 七 、 一 三 七 人 ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 ｢ 三 、

五 九 三 人 ｣ を ｢ 三 、 五 八 四 人 ｣ に 、 ｢ 一 六 六 人 ｣ を ｢ 一 六 二 人 ｣ に 、 ｢ 二 六 人 ｣ を ｢ 三 〇 人 ｣ に 、 ｢ 一 七 三 人 ｣ を

｢ 一 七 四 人 ｣ に 、 ｢ 三 、 九 五 八 人 ｣ を ｢ 三 、 九 五 〇 人 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

���������	

公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 ｢ 四 時 間 を ｣ を ｢ 勤 務 日 の 勤 務 時 間 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 勤 務 時 間 と し て 規 則 で 定 め る 勤 務 時 間 を ｣

に 、 ｢ 当 該 四 時 間 の 勤 務 時 間 ｣ を ｢ 当 該 勤 務 時 間 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 立 図 書 館 協 議 会 条 例 及 び 三 重 県 立 美 術 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬
��������
	

三 重 県 立 図 書 館 協 議 会 条 例 及 び 三 重 県 立 美 術 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

( 三 重 県 立 図 書 館 協 議 会 条 例 の 一 部 改 正 )

第 一 条 三 重 県 立 図 書 館 協 議 会 条 例 ( 昭 和 二 十 五 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 三 重 県 教 育 委 員 会 が 任 命 す る 。

一 学 校 教 育 及 び 社 会 教 育 の 関 係 者

二 家 庭 教 育 の 向 上 に 資 す る 活 動 を 行 う 者

三 学 識 経 験 の あ る 者

四 前 三 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 三 重 県 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 者

( 三 重 県 立 美 術 館 条 例 の 一 部 改 正 )

第 二 条 三 重 県 立 美 術 館 条 例 ( 昭 和 五 十 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 七 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 教 育 委 員 会 が 任 命 す る 。

一 学 校 教 育 及 び 社 会 教 育 の 関 係 者

二 家 庭 教 育 の 向 上 に 資 す る 活 動 を 行 う 者

三 学 識 経 験 の あ る 者

四 前 三 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 教 育 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 者

附 則

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 鈴 木 英 敬

���������	

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

三 重 県 立 高 等 学 校 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中

｢ 三 重 県 立 相 可 高 等 学 校 多 気 郡 多 気 町 全 日 制

を

三 重 県 立 宮 川 高 等 学 校 多 気 郡 大 台 町 全 日 制 ｣
｢ 三 重 県 立 相 可 高 等 学 校 多 気 郡 多 気 町 全 日 制 ｣ に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 ( 以 下 ｢ 施 行 日 ｣ と い う 。) の 前 日 に お い て 三 重 県 立 宮 川 高 等 学 校 に 在 学 し て い る 者 は 、

施 行 日 に 三 重 県 立 相 可 高 等 学 校 に 在 学 し て い る も の と す る 。
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こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


